
見附市教育委員会告示第１３号 

見附市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和８年３月２４日 

                見附市教育委員会教育長 渡邊 茂夫 

  見附市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市産後ケア事業実施要綱（令和７年見附市教育委員会告示第８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

３ 本事業を受託しようとする者は、契約時に見附市産後ケア事業実施受託書（様

式第１号）を市長に提出する。 

 第７条中「様式第１号」を「様式第２号」に改める。 

第８条中「様式第２号」を「様式第３号」に、「様式第３号」を「様式第４号」

に改める。 

第１６条を第１７条とし、第１２条から第１５条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第１１条中「様式第４号」を「様式第５号」に、「様式第５号」を「様式第６号」

に、「委託料を」を「利用料から第１０条に定める自己負担額を除した額を委託料

とし」に改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、その上限額は次の表のとおりとする。 

 第１１条に次の表を加える。 

種別 上限額 

看護型 １回につき１１，０００円 

看護型（多胎） １回につき１３，０００円 

ヘルパー型 １時間につき  ６３０円 

日帰り型 １日につき１９，０００円 

日帰り型（多胎） １日につき２３，０００円 

宿泊型 １日につき２７，０００円 

宿泊型（多胎） １日につき３２，０００円 

宿泊型（産婦のみ） １日につき２２，０００円 

 第１１条を第１２条とする。 



 第１０条の見出し中「利用料金」を「自己負担額」に改め、同条第１項中「利用

料金」を「自己負担額」に改め、「以下「自己負担額」という。」を削り、同項第

３号中「５９５円」を「６３０円」に改め、同条を第１１条とする。 

 第９条の次に次の１条を加える。 

（利用料） 

第１０条 利用料は、事業者等が別途定めることとする。また、見附市産後ケア事

業実施受託書（様式第１号）に利用料を明記する。 

 様式第５号中「第１１条関係」を「第１２条関係」に改め、同様式を様式第６号

とする。 

 様式第４号を次のように改め、同様式を様式第５号とする。 

 



 様式第１号から様式第３号までを１様式ずつ繰り下げ、附則の次に次の１様式を

加える。 

様式第１号(第２条関係) 

 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


